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12月市議会の一般質問から「いじめ」「不登校」について
｢いじめ｣ の認知について、横浜市で福島第一原発事故の避
難児童に対する教育委員会等の不適切な対応が大きな問題と
なっていますが、藤沢市においては、適切にいじめの認知が
行われるよう様々な観点から確認をしました。
また、「不登校」については、様々な事情からほとんど学校
に通えず、実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を
卒業した生徒が、改めて中学校で学び直すことが出来るよう、
また、外国籍市民等が日本で生きていくための基礎的な教育
を受けるための「夜間中学」の設置を求めました。

【いじめの認知について】
平成27年度の文部科学省の調査によれば、藤沢市
の ｢いじめ｣ の認知件数は小学校で54件、中学
校で114件の合計168件で、前年度に比べ、小学
校では36件の増加、中学校で5件の増加となって
います。また、1000人あたりのいじめ認知件数
における全国及び神奈川県と藤沢市との比較では、
小学校については、全国では23.1件であるのに対
し、藤沢市の2.3件というのは非常に少ない認知
件数となっています。
これに対し、教育委員会が行っている ｢学校生活ア
ンケート｣ において、学校生活の中で嫌な思いをし
ていると答えている児童生徒が一定数みられること

から、学校におけるいじめの
認知件数と児童生徒の意識
に乖離があることが確認さ
れました。今後は、児童支援・
生徒指導担当者会、いじめ防
止担当者会においていじめ
の定義をあらためて確認し、
適切にいじめの認知が行わ
れるよう、改めて徹底を図る
よう求めました。

〈藤沢市立小中学校「いじめ」認知件数〉

H25年度 H26年度 H27年度
小学校 21 18 54
中学校 65 109 114

【夜間中学の設置について】
平成27年度の藤沢市の調査で、「不登校になった
きっかけ」では、小学校では「家庭に係る状況」が、
中学校では「家庭に係る状況」に加え「いじめを
除く友人関係の問題」が増加しており、家庭の状
況が児童生徒に及ぼす影響が大きい事が分かりま
した。
こうした中、文科省では、本人の希望を尊重した
上で、今後公立の夜間中学での不登校中学生等の
受け入れを進める方針を示しました。
また、これまでは義務教育に就学すべき年齢を超
えた者の中学校への受入れについて、一度中学校
を卒業した者が改めて中学校で学び直すために、
夜間中学への入学を希望しても,一度中学校を卒業
したことを理由に基本的には入学は許されてきま
せんでした。しかし、不登校や親による虐待等に
より中学校の課程の大部分を欠席していた等の事
情により、実質的に義務教育を十分に受けられず、
社会で自立的に生きる基礎を培うといった義務教
育の目的に照らして、再度中学校での教育を受け
る機会の必要性に鑑み、藤沢市教育委員会として
も、夜間中学の設置について、積極的に取り組み
前向きに検討するよう強く要望しました。

〈藤沢市立小中学校「不登校」の状況〉
(病欠を除く年間30日以上の欠席者数)
H25年度 H26年度 H27年度

小学校 74 109 99
中学校 300 332 322
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“教育への投資”が前進！給付型奨学金が具体化します!!
『生徒・学生が学び
続けられる希望の未
来を!』
公明党が約半世紀
前に国会で提案し
た返済不要の「給付
型奨学金」が具体化
します。
文科省が、公明党給
付型奨学金推進プロ

ジェクトチームに示した制度設計案によると、「経
済的理由により進学を断念せざるを得ない者の進
学を後押し」し、「進学に向けた学生の努力を促す」
制度にすると明記され、対象者は、住民税非課税
世帯で、大学や短大、高等専門学校、専門学校に
進学する学生で、給付額は国公立、私立といった
学校別、自宅や下宿など通学形態ごとに月額2万
～ 4万円が給付されます。（右表参照）
なお、2018年度から本格的に実施する予定ですが、
2017年度は、親元を離れて下宿住まいの私立大生
から月4万円の給付を先行実施する予定です。

また、公明党が訴えてきた、児童養護施設出身者
など社会的養護を必要とする学生に対し、入学金
相当額を追加給付するとしています。受給決定方
法は、学習成績や学校活動ですぐれた成果を収め
た学生のうち、学校が推薦し、推薦枠は各学校に
最低1人が割り振られ、給付の規模については1
学年2万人規模とするよう申し入れています。
さらに、無利子奨学金についても公明党の主張が
実り、低所得世帯の学生を対象に、2017年度入
学の大学・専門学校などへの進学者から、成績要
件を実質的に撤廃することになりました。これに
より、新たに約2万人が無利子奨学金を受給する
と見込まれています。

給付型奨学金制度の概要 給付額

私立に進学する下宿など自宅外生 月4万円

国公立に進学する下宿など自宅外生
月3万円

私立に進学する自宅生

国公立に進学する自宅生 月2万円

藤沢市が独自の給付型奨学金制度を創設します!
経済的理由で大学進学を諦めざるを得ない子ども
たちを支援するため、藤沢市は返済不要の「給付
型奨学金制度」を独自に創設し、来年4月の運用
開始に向けて準備を進めています。
対象は、｢生活保護世帯｣「住民税非課税世帯｣「児
童養護施設」の子どもたちで、大学入学に必要な
入学準備金30万円のほか、学費月額6万円（いず
れも限度額）を4年間支給します。また、入学後
は3カ月に1回、市職員が学生と面談をし、市の
各部局が連携して生活や学業面などで相談に乗り、
卒業まで継続的に支援する方針です。
受給者の選定は、成績基準を「5段階評定の平均3.1
以上」と幅広く設定するなど、子どもの貧困が社

会問題となっている中、
経済的事情から進学を
諦めざるを得ない若者
は少なくないことから、
市として、学ぶ意欲の
ある学生たちを応援出
来るよう、受給者につ
いて当初は少人数での
スタートになる見通し
ですが、将来的には拡
充していく方針が示さ
れました。


